
防犯設備士証書、総合防犯設備士証書の変更について 

 
 現在の防犯設備士証書、総合防犯設備士証書の内容は、防犯設備士あるいは総合防犯設

備士の試験に合格したことを証明する内容になっていますが、今後資格を有していること

を証明する内容に変更します。 
 それに伴い、２０１９年２月１日以降に発行する防犯設備士証書、総合防犯設備士証書

に有効年月日を追加します。 
 これまで資格更新を行っても防犯設備士証書、総合防犯設備士証書の申請は不要でした

が、切り替え後は、資格更新時にも必要に応じて申請が必要になります。 
 
 費用は、最初に発行する時は 3,240 円、次回以降は 1,080 円（いずれも消費税 8%を含む）

となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※お問い合わせ等は、下記の伊藤までお願いします。 
 

２０１９年２月 
公益社団法人 日本防犯設備協会 

制度事業担当部長 伊藤 広 
                        電話： ０３－３４３１－７３０１ 
                        FAX： ０３－３４３１－７３０４ 
                        Ｅメール：hiroshi.ito@ssaj.or.jp 

有効年月日と取得年月日を追加 
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【 新証書のイメージ 】 
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